「デイサービスのざと」重要事項説明書
（指定通所介護（指定介護予防・日常生活支援総合通所介護）重要事項説明書）
＜令和8年6月1日現在＞

1． サービスについての相談窓口

　　　電話　　(午前９時～午後５時３０分まで)　　ＴＥＬ：０１７３（２６）６３０３
　　　担当　　本間　美友紀　（ほんま　みゆき）
＊ご不明な点は、なんでもお尋ねください。

２．デイサービスのざとの概要
(1)事業所概要 
	名　称
	デイサービスのざと

	所在地
	青森県五所川原市大字神山字牧原56-1

	代表者氏名
	医療法人　済生堂　理事長　増田満枝

	介護保険指定番号
	青森県指定　指定通所介護　(0270501034号)
指定年月日　平成26年6月1日

	サービスを提供する

地域
	五所川原市内（うち市浦地区は除く）
上記以外の地域はご相談ください。


(2)職員体制　※同一建物内併設の訪問看護との『業務委託契約』締結している。
	　　
	資　格
	　　　　常勤・
	非常勤
	業務内容
	

	管理者
	介護福祉士
	1名
	兼務
	業務全般の管理
	

	生活相談員
	介護福祉士
	2名以上
	兼務
	相談等の提供
	

	事務職員
	
	1名以上
	兼務
	事務の管理
	

	看護職員
	看護師
准看護師
	1名以上
	専従又は兼務
	看護の提供
	

	介護職員
	介護福祉士
ヘルパー2級  介護実務者研修
介護初任者研修
	2名以上
	専従又は兼務
	介護の提供
	

	機能訓練指導員
	看護師
准看護師
	1名以上
	専従又は兼務
	口腔体操、体操、歩行訓練等
機能訓練
	


　
(3)設備の概要
	定　員
	２０名
	静養室
	１室

	食堂・機能訓練室
	１室
	相談室
	１室

	浴　室
	一般浴槽
	特別浴槽

	送迎車
	あり


（4）施設ご利用時間

	月 ～金
	９時３０分　～　１７時　

	定休日
	土・日曜日　１２月３１日・１月１日


３．サービス内容

　　　①日常生活上の世話
　　　②食事の提供
　　　③入浴(特別入浴)介助
　　　④機能訓練
　　　⑤送迎
　　　⑥その他（レクリエーション等）
⑦時間延長サービス

４．サービスの利用方法

　(1)サービスの利用開始
　　通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

　

　(2)サービスの終了

　　①利用者様のご都合でサービスを終了する場合

　　　サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。

　　②当施設での都合でサービスを終了する場合

　　　　　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、１ヵ月前までに文書で通知いたします。

　　③自動終了

　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者様が介護保険施設に入所した場合

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合

＊この場合、条件を変更等して再度契約することができます。

・利用者様がお亡くなりになった場合
4 その他

・当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様のご家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当施設が破産した場合、利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・利用者様が、サービス利用料金の支払を３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払わない場合、利用者様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者様が入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、または利用者様や家族様などが当該デイサービスや当該のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為・ハラスメント行為(暴力的、性的、精神的)を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。
５．利用に当たっての留意事項
　　サービス利用に当たっての留意事項

　　・送迎時間変更の連絡

　　・体調不良等によるサービスの中止・変更

　　・食事のキャンセル

６．緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急、親族、居宅介護支援事業者等への連絡をいたします。
	主治医
	病院名（かかりつけ）
	
	主治医
	

	
	連絡先
	
	所在地
	

	ご家族
	氏　名
	

	
	緊急連絡先
	
	携帯電話
	


ご家族様と連絡のとれない場合は当事業所の対応に一任させていただきます。
７．非常災害対策
事業所は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期すものとする。
1 事業所の管理者は、防火責任者を兼任する。
2 防火責任者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施を施設防火管理者の指導のもと行う。
3 事業所は施設と共に、非常災害に備えるため、非常災害に際して必要な具体的計画に基づき、毎年2回避難、救出その他必要な訓練を行う。
8． 秘密義務

事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族様に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

事業者は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にて、利用者様の個人情報および当該ご家族様の個人情報を用いません。

9． 賠償責任

事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者様の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者様に対してその損害を賠償します。
１０．サービス内容に関する苦情

ご利用者相談・苦情担当
　　　　苦情解決責任者　管理者　本間　美友紀（ほんまみゆき） 　電話　0173（26）6303
上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口
窓口の名称　五所川原市役所　2階　五所川原市介護保険課　[内線2452～2458]
　　　　　　　　月曜～金曜（祝日除く）　        電話　0173（35）2111

窓口の名称　青森県国民健康保険団体連合会　介護保険苦情相談窓口

月曜～金曜（祝日除く）　　　　　電話（017）723　1301
別　紙

利用料金
■介護報酬告示額
　厚生大臣が定める基準によるものであり、当該訪問介護（介護予防訪問介護）が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法の告示上の額として設定します。
　介護保険からの給付サービスを利用する場合は、居宅サービス計画に位置づけられているサービスに関しては、介護保険負担割合に応じた額をご負担いただきます。だだし、支給限度基準額を超えた分に関しましては、全額自己負担となります。
1） 基本料金
	
	
	単位数
	利用者負担額

	介護予防
	要支援1
	1798単位(1ヶ月)
	1798円

	
	要支援2
	3621単位(1ヶ月)
	3621円

	通所介護
	通常規模：2～3時間
	
	

	
	要介護１
	270単位
	270円

	
	要介護２
	309単位
	309円

	
	要介護３
	350単位
	350円

	
	要介護４
	390単位
	390円

	
	要介護５
	430単位
	430円

	
	通常規模：3～4時間
	
	

	
	要介護１
	370単位
	370円

	
	要介護２
	423単位
	423円

	
	要介護３
	479単位
	479円

	
	要介護４
	533単位
	533円

	
	要介護５
	588単位
	588円

	
	通常規模：4～5時間
	
	

	
	要介護１
	388単位
	388円

	
	要介護２
	444単位
	444円

	
	要介護３
	502単位
	502円

	
	要介護４
	560単位
	560円

	
	要介護５
	617単位
	617円

	
	通常規模：5～6時間
	
	

	
	要介護１
	570単位
	570円

	
	要介護２
	673単位
	　　673円

	
	要介護３
	777単位
	777円

	
	要介護４
	880単位
	880円

	
	要介護５
	984単位
	984円

	
	通常規模：6～7時間
	
	

	
	要介護１
	584単位
	584円

	
	要介護２
	689単位
	689円

	
	要介護３
	796単位
	796円

	
	要介護４
	901単位
	901円

	
	要介護５
	1008単位
	1008円

	
	通常規模：7～8時間
	
	

	
	要介護１
	658単位
	658円

	
	要介護２
	777単位
	777円

	
	要介護３
	900単位
	900円

	
	要介護４
	1023単位
	1023円

	
	要介護５
	1148単位
	1148円


※上記の料金は介護保険自己負担率1割の料金です。自己負担率により2割又は3割負担となります。
※有料老人ホーム等に併設されている通所介護は、原則、送迎分94単位が減額となります。
又、心身の状況・やむを得ない事情の場合のみ、2～3時間未満の利用を提供致します。
2） 加算　・　減算
	通所介護給付費
	総合事業(介護予防通所介護)費

	入浴加算
	40単位
	1日
	
	
	

	口腔機能向上加算
	(Ⅰ)150単位(Ⅱ)160単位
	月2回まで
	口腔機能向上加算(Ⅱ
	(Ⅰ)150単位(Ⅱ)160単位
	１ヶ月

	介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イ
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イ
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)ロ
	合計単位11.1%
合計単位12.0%
合計単位10.9%
合計単位11.8%
	
	介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
※介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
	合計単位11.1%
合計単位12.0%
合計単位10.9%
合計単位11.8%
	

	
	
	
	
	
	

	科学的介護推進体制加算
	40単位
	1ヶ月
	 科学的介護推進体制加算
	40単位
	１ヶ月

	同一建物減算
	94単位
	1日
	同一建物減算
	支援1　376単位/月　　　支援2　752単位/月
	１ヶ月

	中重度ケア体制加算
	45単位
	1日
	中重度ケア体制加算
	45単位
	1ヶ月

	認知症加算
	60単位
	1日
	認知症加算
	60単位
	1ヶ月

	サービス提供体制強化加算
	(Ⅰ)22単位
(Ⅱ)18単位
(Ⅲ)6単位
	1日
	サービス提供体制強化加算
	(Ⅰ)150単位(Ⅱ)160単位
	1ヶ月


■その他の費用
●交通費 : 事業の実施地域を越えてから、①片道３キロ未満５５０円(税込)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②片道３キロ以上１１００円(税込)
●昼食代 : 昼食代は併設、ナーシングホーム野里から請求になります。
●おむつ代等の介護用品等の購入費 : 実費

　　●個別選択での各種イベントやレクリエーション等の参加費または材料費等 : 実費
■支払方法
当月の利用料金は、翌月15日までに請求いたしますので、27日までにお振り込みいください。
令和　　年　　　月　　　日
通所介護サービス開始にあたり、利用者様に対し本書面に基づいて重要な事項を
説明交付致しました。

所在地　　青森県五所川原市大字神山字牧原56番地1　　　
事業所　　デイサービスのざと　　　
説明者　  本間　美友紀  
本書面により、事業所者から重要事項説明を受け同意します。
　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代筆者　　　　　　　　　　　　　　
この細則は、平成26年6月1日から実施します。
この細則は、令和6年4月1日から実施いたします。
この細則は、令和8年6月1日から実施いたします。
